
市内郵便局と連携したフードドライブ運動を実施します 

   

１１月１日に、市内３郵便局と「まえばしフードバンク事業」による市民・地域団体等

から食品の寄付を募る活動（フードドライブ運動）に向けた協定を締結しました。これに

より、市内で寄付受付を行う場所が６か所になり、食品をより身近な場所で受け入れる

ことができるようになりました。生活に困窮している方等への「食のセーフティネット」

として、支えあいの地域づくりにつなげます。 

 

１ まえばしフードバンク事業概要 

  食品関連企業、市民、地域団体等から無償で食品の提供を受け、緊急で食糧支援を必

要とする生活困窮世帯等に対し、食品を配付する事業。企業や市民から寄付された食品

を収集・保管・配付のほか、市内で開催するイベント等でも「フードドライブ運動」を

行っています。 

 【寄付の受入を行っている場所】 

 フードバンクまえばし（大手町二丁目１８－７） 

 大渡温水プール（大渡町二丁目３－１１） 

 前橋総合運動公園（荒口町４３７－２） 

 

２ 追加受入場所 

 前橋中央郵便局（城東町一丁目６－５） 

 前橋東郵便局（山王町二丁目４０－１４） 

 大胡郵便局（堀越町１１９４－１） 

 

３ 寄付できる食品 

  ●主食になるもの（お米・乾麺・小麦粉など) ●保存食品(缶詰・瓶詰など) 

●インスタント食品(ラーメンなど) ●レトルト食品(カレー・スープなど) 

●飲料(ジュース・コーヒーなど) ●ギフトパック(お歳暮・お中元など)  

●乾物(のり・わかめなど) ●調味料各種(しょうゆ・砂糖・塩など)  

●食用油(オリーブ油・ごま油・サラダ油など) 

  ※寄付できるものは、次のものに限ります。 

①賞味期限記載のもの(１か月以上あるもの) 

②常温保存可能なもの 

③未開封のもの 

④破損していないもの 

⑤お米は二年以内のもの 

 

担 当 社会福祉課 生活福祉係 

                      電 話 027-898-5845 

資料 ４ 


